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障害者就労を支える人材の育成・確保に関するワーキンググループ 

これまでの議論等の整理（案） 

 

Ⅰ 障害者就労を支える人材の育成・確保に係る現状の課題 

 

 ○ 雇用分野と福祉分野のそれぞれの現場において、障害者の就労支援に携わる人材につ

いて、両分野の基礎的な知識やスキルが不十分な状況が見られる。例えば、就労系障害

福祉サービスの事業所の支援担当者の中には、就労支援の経験がない者や障害者雇用に

係る基礎的な知識等を有していない者もいる。 

 ○ 雇用施策と福祉施策の縦割りによる課題を解決するためには、少なくとも双方の分野

に係る基礎的な知識等を習得した人材を育成することが重要である。しかしながら、こ

うした人材の育成が十分行われていないことも「福祉から雇用」（又は「雇用から福祉」）

における切れ目のない支援が行われにくくなっている一つの要因となっている。 

 ○ 雇用と福祉の両分野横断的な基礎的な知識やスキルを身につけた上で、さらに各就労

支援機関の役割に応じた知識やスキルを身につけた専門的な人材を育成する必要があ

るが、現状として実践的な研修を受ける機会が限られていること等により、こうした専

門人材が質・量ともに不足している状況が見られる。 

 ○ また、人口減少が進む中で、雇用と福祉それぞれの分野の現場において、障害者の就

労支援を支える人材の確保がこれまで以上に重要になってくるものと考えられる。 

 

 

Ⅱ 課題に対して求められる人材の育成について 

  

 ○ 障害者の就労支援を行う機関の中でも、中心的な役割を担っているハローワーク、地

域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの職員に加えて、就労系障害福

祉サービスの事業所の支援担当者、各民間企業の障害者雇用の担当者、病院・診療所の

精神保健福祉士等、障害者の就労支援に携わる人材の裾野は一層広がってきている。こ

のため、今後は当該専門人材の質をいかに向上させていくかについても考えていく必要

がある。 

 ○ また、専門人材にとっては、自らが担当する支援に限定した知識・スキル等の習得で

は十分とは言えず、就労支援全体のプロセスに対する俯瞰的な理解の下、自らの担当す

る支援の位置づけや自らの立ち位置、さらには他機関との連携の在り方等を意識する観

点を持つことが極めて重要である。 

 ○ 実際の支援においては、障害者本人を中心に雇用と福祉の両分野の支援者がいずれも

同じ方向を見ていることが必要であることから、人材育成に当たっては、この点も留意

しなければならない。 

資料１ 
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（基礎的な研修） 

 ○ 上記の内容を踏まえると、障害者の就労支援に携わる専門人材の育成に当たっては、

その最初の段階において、まずは福祉と雇用の両分野の基本的な知識等を分野横断的に

付与する基礎的な研修の確立が必要である。 

 

（階層的な研修等） 

 ○ その上で、基礎的な研修だけでは福祉と雇用の両分野の全ての知識やスキルを習得す

ることは難しいため、これらに上乗せした各専門人材の役割に応じた研修制度を設ける

ことが必要である。 

 ○ さらに、専門人材の高度化に向けて、階層的な研修制度を設け、適切なタイミングで

より実践的なスキルを身につけることができる研修が必要である。 

 ○ 併せて、スキルの蓄積にあたっては、自身の支援内容の振り返りを行い、他者からの

助言を受けることが必要であるため、就労支援に携わる人材にスーパーバイズできる人

材の育成も重要である。なお、スーパーバイズに当たっては、各支援の違いを理解し、

伝えていくことが重要であることから、スーパーバイザーには、就労支援プロセスの全

体像やそれぞれの違いを理解して、地域の中での就労支援のコーディネートなどを行う

ことができるような資質が求められる。 

 

 

Ⅲ 人材育成の対象、研修内容及び体系について 

 

（１）基礎的な知識・スキルの付与に係る研修の受講対象者の範囲 

（基本的な考え方） 

 ○ 雇用、福祉のそれぞれの分野において障害者の就労支援に携わる人材に対して、横断

的な基礎的知識・スキルを付与する研修（以下「基礎的研修」という。）を実施する場

合、その受講対象範囲はできるだけ幅広い者が受講できるよう門戸を広げるべきである。 

 ○ 特に障害者の就労支援においては、雇用・福祉分野に加えて、医療機関や教育現場が

担う役割も大きいことから、医療機関や教育関係者を積極的に受け入れることも重要で

ある。 

 ○ また、職業訓練分野においては委託訓練を実施している民間事業者の担当者等、その

ほか行政機関の雇用や福祉担当部署の職員についても基礎的研修の受講が必要ではな

いかとの意見もあったほか、生産活動を行っている生活介護事業所の担当者なども、そ

れを利用している障害者の就労の可能性という観点からは、今後議論が必要との意見が

あった。 

 ○ 現状としては、就労移行支援事業の就労支援員については、就業支援基礎研修等の受

講が報酬加算の対象となっており、これが一定のインセンティブとなって、就業支援基

礎研修の受講者の３分の１程度が当該就労支援員であるが、他の配置職員については特

段そのような報酬上の措置はないところ。 
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 ○ こうした中で、基礎的研修については、上述したとおり、受講の門戸は広く設定した

上で、一定の人材に対しては基礎的研修の受講を必須とするなど、悉皆的な受講の仕組

みを設ける必要がある。 

   他方で、受講を義務付ける対象者の範囲の検討に当たっては、必要となる十分な受講

機会と研修の質を確保するという観点も重要であり、その範囲を一定絞るなどの対応を

考える必要がある。  

 

（対象となる具体的な専門人材） 

 ○ こうした考え方に立ち、就任に当たって基礎的研修の受講を要件とする専門人材につ

いては、まずは障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者が最優先と考えられる。 

 ○ また、就労系障害福祉サービスの実施事業所の全ての支援担当者が受講すべきといっ

た意見もあったが、全国の就労系障害福祉サービスの実施事業所数を考えると、全ての

事業所の支援員に受講させることは現実的ではないとの意見もあった。 

   このため、雇用と福祉の両分野の基礎的知識やスキルが特に求められる人材として、

例えば、就労系障害福祉サービスの事業所のうち、就労移行支援事業の就労支援員と就

労定着支援事業の就労定着支援員については基礎的研修の受講を必須とし、将来的には

就労継続支援Ａ型及びＢ型事業所の支援員を含むそれ以外のすべての支援員について

も、基礎的研修を必須とすることが望ましいことから、研修の実施状況等を踏まえなが

ら、更に検討を進めていくことが必要であると考えられる。 

 ○ また、対象者全員に基礎的研修を受講させるのが難しいのであれば、受講者の分散の

ために、例えば、受講を要件とする専門人材として配置されてから３年以内に受講をす

るようにするなどの措置が考えられるほか、受講に係る目標を定めて受講を促したりす

るなどの方策が考えられる。  

 ○ さらに、受講を要件とする対象者であっても、就労支援に係る経験の年数等によって

は基礎的研修の受講を免除すべきとの意見もあった。 

○ なお、地域によっては就労移行支援事業所がなく、例えば就労継続支援事業の実施事

業所が当該事業所の役割を担っている場合もあるため、地域性を考慮して、運用上、こ

のような代替的な役割を担っている事業所の支援員を優先して受講させるといった視

点も必要である。 

  

（２）分野横断的な基礎的研修の内容 

（基本的な考え方） 

 ○ 前述したとおり、雇用、福祉のそれぞれの分野の支援者は、障害者本人を中心に置き

つつ、一般就労の実現に向けて支援をすることが重要であるが、就労支援にあたって、

その目的や理念の捉え方が異なっている場合もあるとの指摘があった。こうしたことか

ら、就労支援の目的や理念等も研修の内容に盛り込むべきである。 

 ○ その上で、基礎的研修では、一般就労への移行、就職後の雇用管理・定着支援に関す

る知識とスキルの付与に焦点を当てた内容とすべきである。 
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 ○ また、雇用、福祉のそれぞれの分野の支援者が「福祉的就労と一般就労の違い」が何

かを理解することも重要であり、企業で働く際にどのようなことが求められるのかなど

を学べるようにすることも必要である。 

 

（研修の質の担保・向上） 

 ○ 基礎的研修の質を担保するため、例えば、座学だけではなく実践的な内容を取り入れ

る等の実施方法の工夫が必要である。具体的には、次のような内容が考えられる。 

  ・ 各就労支援の現場見学・実習及びそれを踏まえたレポートの提出 

  ・ 企業担当者との交流 

  ・ 難病、発達障害等の多様な障害種別に係る知識や対応スキルを付与するグループデ

ィスカッション、事例検討 

 ○ 現行の就業支援基礎研修は、対人援助スキルに関するものが大半を占めているが、対

企業への支援スキルに関する内容を入れるべきである。具体的には、次のような内容が

考えられる。 

  ・ 企業の担当者に対して支援をしている様子を撮影し、それにスーパーバイザーによ

るコメントを付加した動画を視聴させ、実践場面における企業に対する支援スキルを

習得させる。 

  ・ 障害者雇用の課題を社内で抱え込まずに支援機関等を利用することを勧めたり、他

の企業と情報交換できる場を企業の担当者に案内したりする等、企業の担当者に地域

資源の活用を促すことの重要性を理解させる。 

  ・ 職務の切り出しのための支援や社内の障害者雇用への理解促進の支援を行うために

必要なスキルを習得させる。 

   上記の他、企業担当者のメンタルヘルスに係る支援の必要性の理解と基礎的知識を習

得させることも必要との指摘もある。 

 ○ その他に、障害者のライフステージごとに必要な支援の内容は変化していくため、障

害者の年齢や勤続年数に応じた必要な支援の内容についても盛り込むべきである。 

 ○ 特に特別支援学校を卒業したての年齢の者については、心理面でのサポートも必要で

あるため、青年心理学も内容に含めることも考えられる。 

 ○ さらに、受講の意欲向上のために筆記試験やロールプレイ等による習熟度の確認を研

修終了後に実施すると効果的といえる。  

 

（３）スキル向上に向けた階層研修の体系及び内容等 

（基本的な考え方） 

 ○ 地域の支援機関・支援事業に携わる専門人材の育成に当たっては、現行、それぞれの

研修体系の中で、中級、上級的な内容を含むスキル向上に向けた階層的な研修（以下「階

層研修」という。）が設定されている。 

 ○ 基礎的な研修として就業支援基礎研修があるが、その内容には職場適応援助者養成研

修や就業支援担当者研修との一定の重複があるとの指摘もある。 
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 ○ 今後、新たに基礎的研修を創設した場合、職場適応援助者養成研修や就業支援担当者

研修の受講に当たり、基礎的研修の受講修了をその受講要件とすることが考えられるが、

その場合、基礎的研修の内容を踏まえ、例えば職場適応援助者養成研修は、ジョブコー

チとしての専門性を更に高めていくことに特化した研修とするなど、研修内容の再整理

が必要である。 

 ○ また、企業の障害者雇用の担当者については、別途、障害者職業生活相談員認定講習

が設定されているが、これについては基礎的研修とは別に考える必要があり、職場適応

援助者養成研修の受講要件としては、基礎的研修か障害者職業生活相談員認定講習のい

ずれかを受講・修了していることとすべきである。 

 ○ なお、分野横断的な基礎的研修とその上の専門的な研修との切り分けは非常に難しい

ことから、各研修の具体的な中身の検討を行う際は、各分野の既存の研修を整理した上

で、別途、検討する場を設ける必要がある。 

 

（研修の質の担保・向上） 

 ○ 階層研修は座学だけではなく、実践的な内容を積極的に取り入れるべきであり、例え

ば、次のことが考えられる。 

  ・ 就労支援の実績がある就労支援機関での現場実習及びそれを踏まえたレポート提出 

  ・ スーパーバイザーによる指導 

  ・ 実践経験の内容に係るレポート提出 

   なお、現場実習の受入れ先の確保に係る実現可能性や、実行可能性を踏まえたレポー

トの評価方法について留意する必要がある。 

 ○ 加えて、一定期間、ジョブローテーションとして他の分野の事業所において経験を積

み、労働と福祉の両専門性を高めることも望ましい。 

 ○ 階層研修は、必須科目に加えて選択できる科目も取り入れるなどし、専門性の高い講

義としていくことが必要である。また、最新の情報を取り入れて、繰り返し受講を促

す仕組みや短期間のものだけではなく、年間を通じた OJTと off-JTを組み合わせたも

のも有効といった意見もあった。 

 ○ さらに、職場適応援助者や障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者に対する

研修は、企業と地域の支援機関とをコーディネートする当該機関の役割を担うことが

できる人材を育成できるような専門的な内容とすべきである。 

 

（研修受講に対するインセンティブ） 

 ○ また、階層研修の受講を促進するには、受講に当たっての何らかのインセンティブも

必要であるが、インセンティブについて検討する際には、個人又は事業所に対するもの

のどちらが適当であるかを検討する必要がある。 

 ○ 例えば、現在、就労移行支援事業所の就労支援員に対しては就業支援基礎研修受講者

に対して報酬加算が措置されているが、今後、新たに基礎的研修の受講を必須とした場

合、当該報酬加算は廃止した上で、基礎的研修の上に位置づけられる研修の受講に係る
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報酬加算を新たに創設することで、上位の研修の受講を勧奨すべきであるといった意見

があった。  

 

（４）各専門人材の育成について 

（サービス管理責任者等について） 

 ○ 就労系障害福祉サービスに携わるサービス管理責任者であっても、就労支援の経験や

知識が乏しい者もいることから、就労系障害福祉サービスに携わるサービス管理責任者

の就労支援に係る専門性の向上について何らかの方法を検討する必要がある。 

 ○ なお、相談支援専門員についても、現行の研修体系と、現在、就労支援分野において

議論している内容との連携について、今後何らか検討することが必要である。 

 

（ジョブコーチについて） 

 ○ 中小企業に対する助成金の活用や職務の選定等、より専門的に支援を行うジョブコー

チを育成することが望ましい。 

 ○ ジョブコーチを資格化することでブランディングすることも検討すべきである。 

 ○ 一方で、職場適応援助者養成研修を修了した者のうち、ジョブコーチとして活動する

者は多くないことから、ジョブコーチを更新制として、実績を報告させることも考えら

れる。その際、「実績」として評価する支援内容としては、例えば、支援計画から活動報

告書までの一連の支援内容の報告が考えられるが、障害者本人や企業の担当者からの評

価を反映させる等、困難な事例の取組を評価することが望ましいといった意見があった。 

 ○ 職場適応援助者養成研修受講後のスキル向上研修については、ジョブコーチの更新制

度を導入することとした上で、一定の期間に一定の科目を継続的に受講することを要件

とすることも考えられる。 

 ○ さらに、上級ジョブコーチを育成する場合、現行の職場適応援助者養成研修と同スキ

ル向上研修によるジョブコーチの人材育成体系を再編する必要があるが上級ジョブコ

ーチは豊富な実務経験を有し、他のジョブコーチに対してスーパーバイズできるスキル

が求められることから、上位の研修受講にあたっては、ジョブコーチの更新を複数回行

っていることや実務経験を受講の要件とすることが考えられる。なお、上級ジョブコー

チを育成するための研修受講に係るインセンティブについて検討することが望まれる。 

 

 

Ⅳ 人材育成の実施主体について 

 

 ○ 基礎的研修の実施主体は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のみでは体制的に不十分

である可能性もあることから、研修の質の担保に留意しつつ、量的な観点からも、民間

機関の活力を活用していくべきである。例えば、現在の職場適応支援者養成研修を実施

している団体等での実施も考えられる。 

 ○ 民間機関を活用する場合、機関によって内容に偏りが出ないよう留意した上で認定の
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仕組みを設けることが必要である。また、実施主体により研修の質に差が生じないよう、

民間機関においても研修を実施する場合であっても、質の担保のために高齢・障害・求

職者雇用支援機構がセーフティネット機能を果たしていくことが望まれる。 

 ○ また、研修の質を担保する上では民間機関の認定の仕組みも重要であるが、それと同

時に認定を受けた機関においては、受講者の満足度等を把握することを通じて研修実施

に係るＰＤＣＡ管理を自ら行い、研修の質の向上に努めることが重要である。このため、

研修実施結果等について実施主体を評価し、それに対してインセンティブを付与すると

いった仕組みを検討する必要があるといった意見もあった。 

 

 

Ⅴ 人材確保について 

 

 ○ 障害者の就労支援に携わる専門人材を今後も安定的に確保していく上では、こうした

専門人材の社会的認知度の向上やその支援業務の具体的イメージや魅力を発信してい

くことが重要である。 

 ○ 現状では、専門人材が細分化されているため、障害者や企業側からみると複雑であり、

それぞれの認知度も高くない。このため、例えば「ジョブコーチ」として呼称を統一化

して周知すること等を通じて、ブランディングを図ることが重要である。なお、どのよ

うな呼称が適当かどうかについては今後議論する必要がある。 

 ○ また、人材を確保する上では、専門家としてしかるべき水準の賃金を得られるように

することも重要である。例えば、上級ジョブコーチ等のより専門性の高い者を育成する

場合は、専門家としてしかるべき水準の賃金を得られるようにすべきである。 

 ○ 併せて、就労支援機関の人材確保のために、高等教育の場での育成も検討すべきであ

る。現状、障害者の就労支援の現場は学生にとってイメージしにくいため、例えば、社

会福祉を専攻している学生に現場での実習や体験ができる機会を作ることで興味を持

つ学生が出てくるものと考えられる。また、実践を積んだ者が資格を取得できるように

することも重要であるが、それに加えて、高等教育の場で資格を取得できるようにする

ことも考えられる。 

 ○ こうした取組により、障害者就労を支える人材としてのキャリアイメージが描きやす

くなり、専門人材になりたいと考える者が増えるものと考えられる。 

 ○ 加えて、障害者の就労支援の質の向上のためには、これに関わる研究者を増やしてい

くことも重要である。 

 ○ さらに、人材の確保にあたっては、新規に入職する者を増やすことに加えて、すでに

障害者の就労支援に携わっている者をどう活用するかも考えるべきであり、例えば、企

業在籍型ジョブコーチの出向や副業による活動も助成対象とすることや、外国人、引き

こもり、生活困窮者等への支援は障害者への支援とノウハウが重なっている部分もある

ことから、他の分野との協業も考えられるといった意見があった。 
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Ⅵ その他 

 

（研修の在り方） 

 ○ 障害者への就労支援の制度、各事業の役割、各資格・研修を関連付けて考えていくべ

きであり、基礎的研修を入り口として、その上にある研修・資格の体系と実際の制度が

紐付けていくようにすべきである。その際、研修と資格を関連させる場合は、研修内容

の標準化と質の担保が重要である。資格取得者の社会・経済的地位の向上に向けて資格

取得者同士の横のつながりを維持していくことが望まれる。 

 ○ 研修受講のための費用について、受講料だけではなく、会場までの交通費や研修期間

中の賃金等も含めて、助成の仕組みも検討する必要がある。 

 

（障害種別に対応した人材の育成・確保） 

 ○ 専門人材の育成にあたって、まずは障害種別に関わらない全般的な障害者の就労支援

に係る土台をもった人材の育成が必要である。その上で発達障害、視覚障害、聴覚障害

や難病など、個々の障害特性に精通する支援者が少ないという指摘もあるため、これら

障害特性に応じた専門的な支援に関わる人材の育成・確保をしていくことが考えられる。

その際、各民間団体が現在実施している既存の研修の活用も考えられる。 

 ○ 障害種別ごとの研修の実施については、基礎的研修、職場適応援助者養成研修、その

上のスキルアップ養成研修において、それぞれ階層的に扱うことも考えられる。基礎的

研修や職場適応援助者養成研修では主な障害における障害特性による職業生活上の課

題とその対応方法について扱い、上位研修において、より人数の少ない障害種別や対応

が困難な内容を扱うことが望ましいとの考え方もある。 

 

（就労支援の質の向上） 

 ○ 就労支援の質の向上のためには、各支援機関の支援のノウハウや各企業の障害者の雇

用管理上のノウハウを共有できるような仕組みが必要である。 

 ○ また、基礎的研修の受講後にグループワークや情報共有など、受講者間の相互交流の

場を設けると効果的であると考えられる。その際、企業や医療機関の者等も含めた様々

な分野の者との意見交換できる仕組みがあるとよい。 

 ○ さらに、就労支援全体の質の向上のためには、属人的な支援ノウハウに留まらず、支

援対象者の特徴、支援の内容とその結果等を蓄積し、データベース化することによって、

客観的データに基づいた支援を可能とすることが重要である。これにより複雑化、多様

化する就労支援への対応が可能となるだけでなく、支援者が自らの課題、強みについて

整理・理解すること、経験に頼らないエビデンスに基づく人材育成等も可能となる。 

  また、国全体でのデータベース化が実現すれば地域間での差異や課題点も明らかにす

ることが期待される。 

  なお、データベース化は、国が実施するのではなく、例えば将来的に資格化された資
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格保有者や当該資格に係る教育・研修機関等が中心となって、専門的な知識・技能、エ

ビデンスに基づいた構築が望ましいといった意見があった。 

 

（他分野との連携） 

 ○ 教育から福祉、一般就労間での支援内容等について情報共有・連携の重要性について

は繰り返し指摘があったところであるが、教育、福祉、一般就労間での支援内容につい

て、うまく融合させていくためには、就労にあたってのアセスメントが上手く機能する

ことで、情報の共有・支援の連続性が持てるものと考えられる。 



*3 就業支援を担当する職員を対象としたこれらの階層研修については、職場適応
援助者の研修に統合し、シンプルな構成にすることが望ましいとの意見もあった。

【ジョブコーチ】

【就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業、就労移行支援事業、
就労定着支援事業】

【障害者就業・生活支援センター】

就業支援
課題別
セミナー

新たな課題や
ニーズに対応
した知識・技
術の向上

障害者職業
総合センター

就業支援スキル
向上研修

障害特性に応じた支援スキルの向上
発達障害／精神障害／高次脳機能障害 コース

ステップ2
３年以上実務
経験のある方

障害者職業総合センター

就業支援担当者
生活支援
担当者

訪問型
ジョブコーチ

企業在籍型
ジョブコーチ

就労

支援員（※2）

職業
指導員

生活
支援員

・ 就労定着支援員や就労支援員は受講必須
・ それ以外の支援員は運用状況を踏まえ
将来的に受講必須を検討

基礎的研修の受講必須 養成研修受講には
基礎的研修の受講が要件＊1

職
務
の
ス
キ
ル
・
経
験
年
数

高

低

*1 企業の障害者雇用の担当者が企業在籍型ジョブコーチ養成研修を受講する際の要件としては、基礎的研修または障害者職業生活相談員資格認定講習のいずれかを受講していること。

就業支援実践研修

アセスメント力と課題解決力の向上
発達障害／精神障害／高次脳機能障害 コース

ステップ1
2年以上実務経験の
ある方

全国１４エリアの
地域障害者職業センター

サービス管理責任者

研修受講と実務経験※が要件
（※３～8年の告示に示す実務の経験）

サービス管理責任者
実践研修

ステップ2
基礎研修修了
後２年以上実
務経験のある
方

各都道
府県等

サービス管理責任者
基礎研修

ステップ１
1～6年以上実務
経験のある方

各都道府県等

実務要件を満たす日
の２年前から受講可能

サービス管理責任者
更新研修

ステップ３
現に従事する方
又は一定の実務
経験のある方
（５年間毎に１回
の受講が必要）

各都道
府県等

サービ
ス管理
責任者
専門
コース
別研修

基礎研
修終了
者を対
象

各都道
府県等

就労定着

支援員（※１）

※１就労定着支援のみ配置
※２就労移行支援のみ配置

○平成30年度までは分野別でサービス管理者研
修を実施。
（平成30年度実績：就労支援分野 6,453人受講
○平成31年4月から本体系に移行

障害者就業・生活支援センター

主任就業支援担当者研修

業務遂行上必要な知識及び
技術の習得

ステップ３
主任新任担当者

障害者職
業総合セ
ンター

障害者就業・生活支援センター

就業支援担当者研修

業務遂行上必要な知識及び
技術の習得

※従前より専門的内容に再整理

ステップ１
新任担当者

障害者職業
総合センター

障害者就業・生活支援センター

就業支援スキル向上研修

職リハの実践に有効な知識及び
技術の習得

ステップ2
３年以上の
実務経験者

障害者職業
総合センター

職場適応援助者上級研修

ジョブコーチや地域の就労支援人
材へスーパーバイズするための技
術の修得、地域における就労支援
のコーディネート力の向上

ステップ2
一定の実務
経験のある
方

障害者職業総合
センター、大阪セ
ンター

職場適応援助者養成研修

ジョブコーチ支援をする際に必要
な知識・技術の修得
※従前より専門的内容に再整理

ステップ1
ジョブコーチ
を目指す方

総合センター・大阪センター、地域セン
ター
民間の養成研修機関

就労定着支援員
は報酬加算あり

1

要件
なし

就労支援担当者や
人事担当者等

要件なし

※既存の就業支援基礎研修を発展的に再整理雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修（基礎的研修）
障害者雇用・福祉の理念や倫理、雇用・福祉間の移行、企業の理解、就労支援全体の体系・プロセスの理解、就職後の雇用管理・定着支援に関する知識とスキルの付与

ステップ0
初めて就労支援に携わる方

全国の地域障害者職業センター、一定の要件に基づく民間機関 ※既存の就業支援基礎研修を発展的に拡充

・自治体等の
就労支援機関
・医療機関
・教育機関
・職業安定機関
・能力開発機関
・企業

*2将来的に職場適応援助者の

資格化を目指すことが望ましい
との意見もあった。

*4 就労系障害福祉サービスに携
わるサービス管理責任者について
は、就労支援に係る専門性向上の
方法を検討

*5 就労支援を行う支援者の呼称を統一化して周知し、ブランディングを図るべきといった意見もあった。

※図内の赤字部分が、今後、新規・拡充を検討する部分となる。

今後の専門人材の研修体系イメージ図（案） 資料２
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ワーキンググループの開催について 
 

１．概要 

 検討会での議論を円滑に進めるため、下記２のテーマについて、検討会の下に

ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を開催し、論点整理など、集中的に

検討を実施。 

 

２．検討テーマ 

（１）障害者の就労能力等の評価の在り方について 

   雇用・福祉施策の双方において利活用できる共通のプラットフォームとして

の就労能力や適性の評価の仕組みの創設や一人一人の就労に向けた支援計画の

共有化などについて検討 

（２）障害者就労を支える人材の育成・確保について 

   雇用・福祉施策を跨がる横断的なものとして、求められる役割・スキルの変

化に対応した統一的なカリキュラムの作成や共通の人材育成の仕組みの構築な

どについて検討 

（３）障害者の就労支援体系の在り方について 

   雇用・福祉施策双方において効果的な支援を展開していくため、就労系障害

福祉サービスと他の就労支援機関の役割関係を整理し、現行の制度下で展開さ

れている支援の枠組みの再編も視野に、それぞれの在り方などについて検討 

 

３．ＷＧ参集者 

各ＷＧの参集者については、別紙のとおり。 

※ 検討会構成員のうち座長が指名する者が、各ＷＧにおける議論の中心的な役割を担う者と

して参画。また、実務経験に長けた者等に専門アドバイザーとして出席依頼。 

※ 検討会構成員については、座長の指名如何に関わらず、各ＷＧでの検討にオブザーバーと

して参加可能（任意） 

 

４．その他 

・ 令和２年度内に４回程度開催し、ＷＧとして各テーマの論点を取りまとめ、

検討会に報告。 

・ ＷＧの運営は、検討会のそれと同様に実施。 

参考資料１ 
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障害者の就労能力等の評価の在り方に関する 

ワーキンググループ（第１ＷＧ）参集者 
 

○ 検討会構成員のうち座長が指名する者 

倉知
くらち

 延章
のぶあき

 九州産業大学人間科学部 教授（第１ＷＧ主査） 

 

○ 専門アドバイザーとして出席 

相澤
あいざわ

 欽一
きんいち

 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城障害者職

業センター主幹障害者職業カウンセラー 

稲葉
いなば

 健太郎
けんたろう

 
名古屋市総合リハビリテーションセンター自立支援部 就労

支援課長 

大濱
おおはま

 徹
あきら

  
パーソルチャレンジ株式会社コーポレート本部経営企画部 

ゼネラルマネージャー 

金塚
かなつか

 たかし 
ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク（JSN）副理

事・統括施設長 

桑原
くわはら

 隆
たか

俊
とし

 全国社会就労センター協議会 制度・政策・予算対策委員長 

中尾
なかお

 文
あや

香
か

  特定非営利活動法人ディーセントワーク・ラボ 代表理事 

永野
ながの

 仁
ひと

美
み

 上智大学法学部 教授 

前原
まえはら

 和明
かずあき

 秋田大学教育文化学部 准教授 

横倉
よこくら

 久
ひさし

 
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 上席総括研究員

（兼） 情報・支援部長 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部 障害者雇用・就労推進課 

鳴門市地域自立支援協議会 就労支援部会（鳴門市役所） 
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障害者就労を支える人材の育成・確保に関する 

ワーキンググループ（第２ＷＧ）参集者 

 

○ 検討会構成員のうち座長が指名する者 

長谷川
は せ が わ

 珠子
たまこ

 福島大学行政政策学類 准教授（第２ＷＧ主査） 

 

○ 専門アドバイザーとして出席 

緒方
おがた

 直彦
なおひこ

 東京都立町田の丘学園 統括校長 

小川
おがわ

 浩
ひろし

 大妻女子大学人間関係学部 教授 

今野
こんの

 雅彦
まさひこ

  
株式会社ベネッセビジネスメイトグループ雇用推進本部 特

命担当部長 

佐藤
さとう

 正美
まさみ

 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業リハビリテ

ーション部 研修課長 

鈴木
すずき

 修
おさむ

 特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん 代表理事 

髙
たか

谷
や

 さふみ  
社会福祉法人釧路のぞみ協会自立センター くしろ・ねむろ

障がい者就業・生活支援センター ぷれん センター長 

田川
たがわ

 精二
せいじ

 
くすの木クリニック院長／NPO 法人大阪精神障害者就労支援

ネットワーク（JSN） 理事長 

長谷川
は せ が わ

 敦
あつ

弥
み

 株式会社 LITALICO 代表取締役社長 

松村
まつむら

 浩
ひろし

 全国社会就労センター協議会 副会長 

深水
ふかみず

 清
きよ

志
し

 ビーアシスト株式会社 人財開発部長 

若 林
わかばやし

 功
いさお

 常磐大学人間科学部 准教授 
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障害者の就労支援体系の在り方に関する 

ワーキンググループ（第３ＷＧ）参集者 

 

○ 検討会構成員のうち座長が指名する者 

菊池
きくち

 馨
よし

実
み

 早稲田大学法学学術院 教授（第３ＷＧ主査） 

眞
しん

保
ぼ

 智子
さとこ

 法政大学現代福祉学部 教授 

 

○ 専門アドバイザーとして出席 

阿部
あ べ

 一彦
かずひこ

 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 会長 

網屋
あみや

 裕二
ゆうじ

 
第一生命チャレンジド株式会社常務取締役（一般社団法人障害
者雇用企業支援協会 監事） 

石崎
いしざき

 由希子
ゆ き こ

 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 准教授 

岡田
おかだ

 哲也
てつや

  二松學舎大学教職課程センター 教授 

小幡
おばた

 恭
やす

弘
ひろ

 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 事務局長 

叶
かのう

 義文
よしふみ

 全国社会就労センター協議会 副会長 

久保寺
く ぼ て ら

 一男
かずお

 NPO 法人就労継続支援Ａ型事業所全国協議会 理事長 

工藤
くどう

 正 一
しょういち

  社会福祉法人日本視覚障害者団体連合会 総合相談室長 

酒井
さかい

 大介
だいすけ

  全国就労移行支援事業所連絡協議会 会長 

鈴木
すずき

 瑞
みず

哉
や

 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京障害者職業
センター所長 

藤尾
ふじお

 健二
けんじ

 
NPO 法人ワークス未来千葉 千葉障害者就業支援キャリアセン

ター長 

又
また

村
むら

 あおい 
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事・事務局

長 

松下
まつした

 昇
のぼる

 愛知労働局名古屋中公共職業安定所主任就職促進指導官 

横堀
よこほり

 大
まさる

 クリーンリース株式会社専務取締役 
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ワーキンググループ開催日程（予定） 

 

 

○ 障害者の就労能力等の評価の在り方に関するワーキンググループ（第１ＷＧ） 

 第１回：令和２年 12月 21日（月）17:00～19:00 

 第２回：令和３年 １月 29日（金）10:00～12:00 

 第３回：令和３年 ２月 18日（木）13:00～15:00 

 第４回：令和３年 ３月 17日（水）13:00～15:00 

 

○ 障害者就労を支える人材の育成・確保に関するワーキンググループ（第２ＷＧ） 

 第１回：令和２年 12月 22日（火）13:00～15:00 

 第２回：令和３年 １月 21日（木）10:00～12:00 

 第３回：令和３年 ２月 18日（木）15:30～17:30 

 第４回：令和３年 ３月 26日（金）10:00～12:00 

 

○ 障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ（第３ＷＧ） 

 第１回：令和２年 12月 25日（金）15:00～17:00 

 第２回：令和３年 ２月 ９日（火）15:00～17:30 

 第３回：令和３年 ２月 25日（木）13:00～15:30 

 第４回：令和３年 ３月 22日（月）15:00～17:30 

 第５回：令和３年 ３月 26日（金）13:00～15:30 

 

 

（令和３年２月９日時点） 

 

 

※ 現時点の予定であり、今後変更する可能性もある 

 



専門人材の役割と職務の整理表

役
割

職
務

求
め
ら
れ
る
能
力

就業支援担当者

障害者の身近な地域において、関係機関と
連携し、相談から就職準備、職場定着に至
るまで、個々の障害者に必要な就業支援及
び職業生活に付随する生活支援をプランニ
ング・コーディネートする役割

○一般就労を希望す
る障害者へのアセス
メント

○個別の支援計画
の策定

○必要な支援のあっ
せん

○就職活動・職場定
着支援

○事業主に対する雇
用管理に関する助言

○地域における就労
支援のコーディネート

○個別の支援計画を
策定し、支援の進捗
管理ができる。

○担当者に対して指
導、助言ができる。

○地域における就労
支援全般をマネジメ
ントし、就労支援ネッ
トワークの構築がで
きる。

○主任が策定する支
援計画に基づき各種
の支援ができる。

○地域の関係機関と
連携して支援ができ
る。

○地域の労働市場を
理解し、事業所の
ニーズを把握できる。

訪問型
ジョブコーチ

企業在籍型
ジョブコーチ

（社会福祉法
人等の障害者
を理解する側
の立場から、）

（企業等の受け
入れ側の立場か
ら、）

障害者の職場適応を容易にするた
め、職場においてアセスメントや事
業所内の調整、職場での集中的支
援からフォローアップまでのきめ細
やかな人的支援を行う役割

○ジョブコーチ支援計画の策定
○対象者及び職場のアセスメント
○作業工程の把握と分析
○職場適応支援

○ナチュラルサポートの形成とフォ
ローアップ

○支援計画を策定し、支援の進捗
管理ができる。

○経験の浅いジョブコーチに対しし
て指導、助言ができる。

○新たな仕事の切り出しや職務の
再構成ができる。

○支援計画に基
づき、職場適応
支援ができる。

○本人の特性を
見極め、わかり
やすい適切な指
導ができる。

○職場環境をア
セスメントし、事
業主への助言
や環境整備がで
きる。

○支援先事業
所を把握し、事
業所のニーズを
把握できる。

○支援計画に基
づき、職場適応支
援ができる。

○本人の特性を
見極め、わかりや
すい適切な指導
ができる。

○職場環境をア
セスメントし、関係
者への助言や環
境整備ができる。

○障害者雇用に
ついて事業所内
で理解を得る。

就労支援員

（就労移行支援事業
所の利用者に対
し、）作業訓練や職
場実習等を通じて、
一般就労に必要な
知識の習得及び能
力の向上を行うとと
もに、求職活動の援
助を行い、一般就労
に送り出す役割

○一般就労への移
行支援

・職業準備性や作業
遂行能力の把握

・ハローワークへの
求職登録等求職活
動支援

・職場実習の受入先
の確保

・関係機関と連携し
た職場開拓、職場定
着

○関係機関との連
携

○サービス管理責
任者が策定する支
援計画に基づき支
援ができる。

○利用者の特性を
把握し、関係機関や
事業主等に助言す
ることができる。

○関係機関の役割
を理解し、必要に応
じて連携することが
できる。

サービス
管理責任者

・（事業所の利用者に
対し、）利用者の状況
にあわせて、個別支援
計画を策定し、利用者
に合ったサービスを提
供できるようにする役
割

・サービスを管理する
立場として、関係機関
と必要な連絡調整を
行うと共に、スタッフへ
の指導や助言を行う
役割

○個別の利用者への
支援プロセスの管理
・アセスメント

・個別支援計画案の
策定

・計画作成に係る会
議

・個別支援計画の策
定
・モニタリング 等

○スタッフへの指導・
助言
○関係機関との連携

○個別の支援計画を
策定し、支援の進捗
管理ができる。

○スタッフに対して指
導、助言ができる。

○関係機関の役割を
理解し、必要に応じて
連携することができる。

職業指導員

生産活動の管理
や作業場面での
指導、一般就労
に向けた就職活
動支援など、障
害者の就労能力
の向上を支援す
る役割

・利用者の賃金・
工賃の向上に向
けた生産活動、
の運営、管理

・就労能力の向
上のための各種
訓練

・実習、求職活動
の支援等

・職場への定着
のための支援

○サービス管理
責任者が策定す
る支援計画に基
づき支援ができ
る。

○利用者の賃
金・工賃の向上
につながる生産
活動を適切に管
理できる。

○関係機関や事
業主等と必要に
応じて連携する
ことができる。

生活支援
担当者

障害者の家庭等
や職場を訪問す
ること等により、
支援対象障害者
の生活上の相談
等に応ずるなど
就業及びこれに
伴う日常生活又
は社会生活に必
要な支援を行う
役割。

○生活面を中心
とする以下の指
導・助言

・生活習慣の形
成や日常生活
の自己管理

・住居の確保や
年金等の申請な
ど地域生活を行
う上で必要なこ
と

・生活設計に関
すること

○関係機関との
連絡調整

○主任が策定す
る支援計画に基
づき各種の支援
ができる。

○地域の関係機
関と連携して支
援ができる。

○障害者の生活
面を中心とした
助言・指導が適
切に行える。

生活支援員

事業所内外の障
害者の日常生活
の状況を把握し、
日常生活管理や
体調管理など生
活面全般を支援
する役割

・利用者の日常
生活管理、体調
管理にかかる助
言・指導

・利用者の安定
的な通所等に必
要な家族や関係
機関との連絡調
整

○サービス管理
責任者が策定す
る支援計画に基
づき支援ができ
る。

○個々の利用
者にあわせた日
常生活管理、体
調管理の助言・
指導が適切に行
えること

○利用者の家
族や関係機関と
必要に応じて連
携することがで
きる。

【障害者就業・生活支援センター】 【ジョブコーチ】 【就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業、就労移行支援事業、就労定着支援事業】

【配置基準※】
15：1 以上

【配置基準※】
＜A型・B型＞
10：1 以上
＜移行支援＞
6：1 以上

【配置基準※】
60:1 以上

就労定着支援員

（就労定着支援
事業所の利用
者に対し、）就
労定着を図るた
めに、企業、関
係機関等との連
絡調整、就労に
伴う環境変化に
より生じた生活
面・就業面の問
題解決等を支援
する役割

○企業、関係機
関等との連絡調
整、連携

○雇用に伴い生
じる日常生活又
は社会生活を営
む上での各般の
問題に関する相
談、指導及び助
言

○その他必要な
支援

○サービス管理
責任者が策定す
る支援計画に基
づき支援ができ
る。

○雇用に伴う生
活面・就業面の
変化を的確に把
握し、利用者に
対する相談、指
導及び助言が適
切に行えること。

○関係機関の役
割を理解し、必要
に応じて連携す
ることができる。

【配置基準※】
40：1 以上

【配置基準※】
＜A型・B型＞
10：1 以上
＜移行支援＞
6：1 以上

就労移行支
援のみ配置

就労定着支
援のみ配置

※ 利用者人数：配置すべき従事者数

主任就業支援
担当者

就業支援
担当者

○企業等の第
一次的な相談
対応

○職場定着が
困難な事例に
おける支援の
実施

○地域のジョ
ブコーチ等へ
の助言

○障害者の職
場定着につい
て高度な知識
と経験を有す
る。

○精神障害者
や発達障害者
等の特に困難
な事例に対応
できる。

就業支援担当者
（主任含む）

主任職場
定着支援
担当者

参考資料２
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計画相談支援のしくみ

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サービス等利

用計画」が必要。（※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」）

※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行（平成24年4月）により、平成27年3月までは経過措置として、市町村が必

要と認めた場合に計画を作成することとされていたが、平成27年4月より、全例について計画が必要となった。

※ 各事業所で計画を作成する相談支援専門員には、高い能力が求められるため、一定の実務経験に加えて都道府県が主催する研修の修了

を義務づけている。

（利用プロセスのイメージ）

相談支援事業者

都道府県
相談支援専門員

養成研修

＊ ２６年度までは、②は市区町
村が必要と認めた場合のみであ
るが、２７年度からは全例につい
て求めることとなった。

利用者（保護者） 市町村
（計画案の受領後、支給決定）

① 支給申請

② ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の求め

サ
ー
ビ
ス
利
用

参考資料３
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研修の修了

５年ごとに

「相談支援従事者

現任研修」

を受講

（２４時間）

相談支援
専門員
として配置

実務経験

障害者の保健・医療・福
祉・就労・教育の分野にお
ける直接支援・相談支援な
どの業務における実務経
験（３～１０年）

初年度に

「相談支援従事者

初任者研修」を

受講

（４２．５時間）

相談支援専門員について

（基準）
○ 指定計画相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所ごとに管理者及び相談支援専門員を配置。

（経緯）
○ 障害児（者）地域療育等支援事業等、補助事業による相談支援事業の担い手養成として平成10年より知的、
身体、精神の障害種別毎に障害者ケアマネジメント従事者養成研修が開始された。

○ 平成18年施行の障害者自立支援法において、相談支援事業の担い手として相談支援専門員が位置付けられ、
その養成研修として障害者ケアマネジメント従事者養成研修を3障害を統一のものとして改定した相談支援
従事者研修（初任者研修・現任者研修）が実施されることとなった。

○ 平成20年には社会保障審議会障害者部会において地域における相談支援体制やケアマネジメントのあり方
に対する議論が行われ、障害児支援や地域移行支援等について専門コース別研修（任意研修）を新設し、
研修体制の充実が図られた。

（現状）
○ 指定特定・指定障害児相談支援事業所数 １０，２０２箇所（平成３１年４月１日現在）
○ 上記事業所に配置されている相談支援専門員数 ２２，６３１人（平成３１年４月１日現在）

【相談支援専門員の要件】

2



業 務 内 容 実務経験年数

施設等において相談支援業務に従事する者※１

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者
（３）国家資格等※２を有する者
（４）施設等における相談支援業務に従事した期間が１年以上である者

就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者
（３）保育士
（４）児童指導員任用資格者

５年以上

上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※２による業務に５年以上従事して
いる者

３年以上

（ 参 考 ） 相 談 支 援 専 門 員 の 実 務 経 験

相 談 支 援 専 門 員
業務の範囲

※２国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、
歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。

 
障
害
者
の
保
健
、

医
療
、

福
祉
、

就
労
、

教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

１０年以上

５年以上

①
相
談
支
援
業
務

②
介
護
等
業
務

※１平成１８年１０月１日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従業者の場合は、
平成１８年９月３０日までの間の期間が通算して３年以上

③
有
資
格
者
等
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○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマ

ネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、令和２年４月からカリキュラムの内容を充実させる

改定を実施。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援に関する一

定の実務経験の要件(※１)を追加。（※経過措置：旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確

にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

相談支援専門員としての配置要件

実務経験要件
相談支援専門員
配置要件更新

引き続き相談支援専門
員として配置可

相談支援専門員の研修制度について

研修修了要件

初任者研修
【カリキュラム改定

(42.5h)】

専門コース別研修（任意研修）
※今後カリキュラム改定や一部必須化及び主任研修受講の要件化について検討

改定後（令和２年4月～）

主任相談支援専門員研修(30h)
【研修創設】

主任相談支援専門員
として配置可

５年毎に現任研修を修了
【現任研修受講に係る
実務経験要件を新設※１】

相談支援従事者現任研修
【カリキュラム改定(24h) 】

相談支援専門員
として配置可

※１現任研修受講に係る実務経験要件

①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある。
②現に相談支援業務に従事している。

ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず①の要件を満た
す必要がある。

３年以上の実務経験

※主任研修を修了した場合、
現任研修を修了したものとみなす。
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第４回 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会における主な意見（令和３年３月12日）

〇 障害別・職種別の分野での専門性の高い人材育成と、ハローワークにおける福祉と雇用の両面に係る専門性向
上が望まれる。

〇 一般の高等学校等にいるスクールソーシャルワーカーも含め、公認心理師や精神保健福祉士等、様々な専門人
材を活用することが重要。

〇 分野横断的な基礎的研修の実施は賛成。就労移行支援事業所の職員については、幅広く受講することが理想
ではあるものの、そのうち職業指導員は人数が多いため、現実的に対応できるのか、今後更に検討してほしい。

〇 教育現場における進路指導担当者等については悉皆受講は無理にしても、教員に対する研修と基礎的研修と
の相乗り等、教育現場での研修の実施主体である教育委員会とも連携し検討を進めてほしい。

○ 福祉と雇用両分野に精通することは困難な場合もあるため、どこの支援にリファーすれば良いのかといったことを的
確にアドバイスできるキーマン、スーパーバイズできる人材育成が重要。アセスメントを実効あるものにするためには、ア
セスメントに携わる人材のスキル・意識の向上が重要。

〇 基礎的研修は重要であり、国の責任により展開することに賛成。本研修には障害特性への理解を盛り込んで欲し
い。就労継続支援事業所の職員にも必要な研修であり、まずはサービス管理責任者からでも対応し、順次拡充で
きるようにして欲しい。

○ 福祉サービス利用の入口となる相談支援専門員の研修に、就労に関する内容の研修を盛り込んでほしい。

○ 基礎的研修においては、受講者数が多いことも想定されるため、質の担保を図りながらオンラインでの開催を検討
すべきではないか。

※ 第４回障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会で頂いたご意見を事務局において整理したもの

参考資料４
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